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記者発表（資料配布） 本紙を含めＡ４：１枚 

月／日（曜日） 担当部課名 電話番号 
発表者名 

（担当者名） 

平成 26年８月 20日（水） 

午後５時００分 

総務課 

総務人事室 
0790-82-2549 

室長 小林 実 

（担当 山田裕彦） 

 

件 名：懲戒処分の公表について 

 

 佐用町は、下記のとおり懲戒処分を行いましたので、「佐用町職員懲戒処分の公表基準」に基づき公

表します。 

記 

 

１ 被処分者    所 属  クリーンセンター 

           職 名  環境整備員 

           年 齢  ６０歳 

           性 別  男 

 処分内容    減給（給料月額の１０分の１を１か月） 

 処分年月日   平成２６年８月２０日 

 事実の概要   平成２６年７月９日（水）午前１１時頃、町営五反田住宅の駐車場において、

パッカー車をフェンスに接触させ損傷させたにもかかわらず必要な復旧措置

や警察及び所属への報告義務を怠った。 

こうした行為は、法令の遵守義務及び職務上の義務に違反する行為であり、

全体の奉仕者たる公務員にふさわしくない非行である。 

 

２ 被処分者    所 属  クリーンセンター 

           職 名  環境整備員 

           年 齢  ４７歳 

           性 別  男 

 処分内容    減給（給料月額の１０分の１を１か月） 

 処分年月日   平成２６年８月２０日 

 事実の概要   平成２６年７月９日（水）午前１１時頃、町営五反田住宅の駐車場において、

パッカー車をフェンスに接触させ損傷させたにもかかわらず必要な復旧措置

や警察及び所属への報告義務を怠った。 

こうした行為は、法令の遵守義務及び職務上の義務に違反する行為であり、

全体の奉仕者たる公務員にふさわしくない非行である。 

 

 


